
これから、オンデマンド出前講座。
チーム学校で取組む特別活動の授業づくり（基本編）をはじめます。
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この講座のねらいです。

この動画では、学級活動（１）を中心に学級活動の授業づくりについて理解を深め
ることをねらいとし、
学習指導要領の改訂のポイントや特別活動の目標と内容について確認します。

特別活動の基礎的・基本的な事項をおさえ、今後の授業づくりに役立ててくださ
い。
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講座の流れです。
本来は、学習指導要領の内容をお話しさせていただいた後、
実際の授業の様子をビデオで見ていただき、
今後の取り組みを考えていただいています。

今回のオンデマンド編では、★学習指導要領の内容を確認するところまでとしま
す。

また、学習指導要領以外に、★文部科学省国立教育政策研究所教育課程研究セ
ンター特別活動指導資料

みんなで、よりよい学級・学校生活をつくる特別活動【小学校編】（教員向け指導資
料）を参考に作成しています。
特別活動の実践を進められる際には、ぜひ、ご活用ください。
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まずはじめに、令和3年度全国学力・学習状況調査の学校質問紙から見える、
特別活動の実施のようすを確認します。
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学校質問紙にある

「学級生活をよりよくするために、学級会で話し合い、互いの意見のよさを生かして
解決方法などを合意形成できるような指導を行っていますか」

という質問項目では、「よくしている」、「どちらかといえば、している」を合わせると、
全国、島根県ともに95パーセント近くになります。ここから、学級活動で合意形成が

できるような指導が全国と変わりなく島根県でも進められていることがみえてきま
す。
しかし、少し詳しく見て「よくしている」だけを取り上げてみると、全国と10％の差が
あります。
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同じように、学校質問紙から

「学級活動の授業を通して、今、努力すべきことを学級での話し合いを生かして、一
人一人の児童が意思決定できるような指導を行っていますか」
という質問項目をみてみます。

「よくしている」、「どちらかといえば、している」の回答を合わせると、全国、島根県
ともに95パーセント近くになります。ここからも、学級活動で児童一人一人の意識決

定を大切にした指導が全国と変わりなく島根県でも進められていることがみえてき
ます。
こちらも、詳しく見て「よくしている」だけを取り上げると、全国と10％程度の差があり
ます。

二つの結果から、学級活動の取組については、概ね、期待される指導が行われて
いる一方で、更なる改善が期待されていることが伺われます。
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特別活動の現状として、中学校の教員向け指導資料の中では、
若手教員が一気に増えてきている中で

○教科書等の教材がないことなどから、先輩教員からの指導技術の継承が円滑
に行われなかったり、
○特別活動の教育的意義が十分に理解されなかったりするなど
（★）特別活動の学習が必ずしも効果的に行われていない
というということが指摘されています。
小学校でも同じようなことが言えるのでないでしょうか。

ですので、特別活動で育成する資質・能力や学習指導要領の改訂のポイントを理
解した上での指導が大切になってくると考えられます。
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では、ここから、特別活動の目標と内容について確認します。
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まずは、改訂のポイントです。

特別活動において育成する資質・能力については、後ほど確認しますが、

特別活動において育成する資質・能力の重要な視点として、三つの視点があげら
れています。
それは、
★人間関係形成、社会参画、自己実現という三つです。

★人間関係形成は、集団の中で自主的、実践的に人間関係をよりよいものへと形
成する視点です。特別活動の学習過程全体を通して、「個と個」「個と集団」という
関係性の中で、他者を理解し、互いの良さをいかすような関係をつくることが大切
になります。

★社会参画は、よりよい学級や学級生活づくりなど、様々な問題を主体的に解決し
ようとする視点です。自発的・自治的な活動を通して、個人が集団へ関与する中で
育まれることが大切になります。

★自己実現は、集団の中で、現在及び将来の自己の生活の課題を発見し、よりよ
く改善しようとする視点です。集団の中において、一人一人が共通して直面する課
題を考える中で育まれることが大切になります。

9



次に、特別活動の特質・特徴についてです。
長田教科調査官が独立行政法人教職員支援機構 オンライン講座
特別活動の改訂のポイントにおいてまとめておられました。
特別活動の特質・特徴としては、
（★）まずひとつめに、集団活動、があげられます。

学級集団での学級活動、異学年でのクラブ活動など、集団での活動を通して学ぶ
ことが特質です。
（★）もう1つ、自主的、実践的な活動、があげられています。

教師からの適切な指導に下、児童が進める話し合いや、実際に活動をしてみる中
で学ぶことが特質といえます。
（★）さらに、自発的・自治的な活動があげられています。
児童が自分たちで課題を見付け、解決する中で学ぶことが特徴です。
では、これらの特質・特徴をもとに、学習指導要領を見てみます。
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これが特別活動の目標です。大きくみると他の教科等と同じように、
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前半の部分が（★）「柱書」となり、
後半の部分が（★）育成すべき資質・能力について示されています。
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特別活動の目標の柱書をみてみます。
先ほどあげた特質・特徴ですが、
特質の1つ（★）「集団活動」。
そして、もう一つの特質（★）「自主的・実践的」が示されています。

さらに、特別活動の特徴といえる、（★）「集団や自己の生活上の課題を解決す
ること」が、
（★）自発的・自治的活動として示されています。
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資質・能力についてみていきます。
（★）（１）は（★）知識及び技能（何を知っているか、何ができるか）に
あたります。
（★）（２）は（★）思考力・判断力・表現力等（知っていること、できる
ことをどう使うか）にあたります。
（★）（３）は（★）学びに向かう力、人間性等（どのように社会・世界と
関わり、よりよい人生を送るか）にあたります。

先ほど挙げた、特質である（★）「集団活動」はここに。
（★）「自主的・実践的活動」はここに。
そして、（★）「集団や自己の生活，人間関係の課題を見いだし，解決す

ることと」として、（★）「自発的・自治的活動」が示されています。
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これまで大切にしてきた、特質や特徴に加え、今回の指導要領で改善された
こともあります。
例えば、（★）「合意形成を図ったり、意思決定したりすること」、いわゆ
る（★）「学習の過程」が明示されたことです。
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特別活動の目標の柱書です。再度、見方・考え方からみてみます。
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ここにあげられている、特別活動での「見方・考え方」である、「集団や社会の形成
者としての見方・考え方」を働かせるとは、
（★）各教科等の見方・考え方を総合的に働かせながら、
（★）自己及び集団や社会の問題を捉え、
（★）よりよい人間関係の形成、

（★）よりよい集団生活の構築や社会への参画及び自己の実現に向けた実践に結
び付けることです。

例えば、理科で身に付ける考え方には、比較することがあります。学級活動で、互
いの意見を比べる活動では、理科で身に付けた考え方を働かせている、といえる
でしょう。

それら各教科等の見方・考え方を働かせながら、たとえば、学級内の課題をとら
え、よりよい学級や自己実現のために何をすべきか考え、実行してみる。そのなか
で、初めにお示しした、三つの視点にある人間関係形成、社会参画、自己実現とい
う力を育てます。

こうした「見方・考え方」は、大人になって生活していくに当たっても重要な働きをし
ます。
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この資料は、各活動や行事が発達の段階に応じてどのように発展していくかを示し
たイメージ図です。

例えば、児童会活動は生徒会活を通して、地域社会の自治的な活動、自治会や議
会に発展していくことが期待されると示されています。

子どもたちが大人になって、様々な集団に属したとき、その中でしっかり生きていく
ことができ、よりよい社会をつくる人になっていくことを期待しています。

18



つぎに、特別活動の構成を確認しておきます。

特別活動は、学級活動、児童会活動、クラブ活動、学校行事から構成されていま
す。

各活動及び学校行事で育成する資質・能力は、それぞれ別個のものではなく、各
活動及び学校行事の特色に応じつつ特別活動全体の目標の実現に向けていくも
のとなっています。
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特別活動の内容の関連をみてみます。
学級活動は特別活動の中心となる教育活動となります。

（★）学級活動において、児童の自主的、実践的な取組の積み重ねにより身に付い
た資質・能力が、
（★）児童会活動、クラブ活動、学校行事においても発揮され、

（★）一方、児童会活動やクラブ活動、学校行事で育まれた自主的、実践的な態度
や自分への自信が学級活動で発揮されるなど、往還の関連があると言えます。
では、その学級活動の内容をみてみましょう。
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学級活動の内容は、（１）～（３）３つの内容があります。
（１）は「学級や学校における生活づくりへの参画」
（２）は「日常の生活や学習への適応と自己の成長及び健康安全」
（３）は「一人一人のキャリア形成と自己実現」です。
この内容を学習過程という面で見てみます。
（１）は、（★）集団での合意形成をします。

いわゆる学級会のような活動です。自分たちで課題をみつけ、課題を解決する学
習過程です。
（２）と（３）は、児童一人一人（★）が意思決定します。

これらは、年間計画に位置付けられた内容について、学級での話し合いを生かし、
最後は一人一人がどのようにするかを決める学習過程です。
学習過程の違いを捉えた指導をすることが大切です。
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本来なら、このあと、学級活動（１）について、実際の授業の様子などから、各学校
での取組みについて考えていただきますが、
オンデマンドでの講座は、ここまでといたします。
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